
令和６年度第２回（５月）幸田町教育委員会定例会 会議録 
 

開会日時   令和６年５月１日（水） 午前 ９時０１分 
閉会日時   令和６年５月１日（水） 午前１０時１７分 
 
場 所    幸田町役場 ４階 ４０１会議室 
 
出席者  教育長  池田和博 
     委 員  壁谷昭代 
     委 員  中西雅俊 
     委 員  穐吉沙織 
     委 員  佐野康晴 
 
説明のため出席した職員 
     教育部長 菅沼秀浩、次長兼文化スポーツ課長 夏目守雄、 

学校教育課長 加藤宏和、学校教育課学校指導担当課長 近藤克幸 
     学校教育課指導主事 清水弘人、同 鈴木祥之、同 村松悦子 
 
会議録作成職員   

学校教育課主幹 斎藤久美子 
 
議事事項  
第４号    令和６年度幸田町一般会計補正予算（第１号）に関する意見の聴取について 
第５号    幸田町教育委員会に対する審査請求について 
承認第１号  令和６年度幸田町立小中学校学級編制の届出について 
承認第２号  令和６年度幸田町学校給食運営委員会委員の委嘱について 
承認第３号  令和６年度幸田町学校給食会理事及び監事の委嘱について 
承認第４号  令和６年度幸田町奨学金支給審査委員会委員の委嘱について 
承認第５号  令和６年度幸田町社会教育委員の委嘱について 
 
（議事の要旨等） 
■第４号議案  

令和６年度幸田町一般会計補正予算（第１号）に関する意見の聴取について 
学校教育課長        議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
              （質疑なし） 



教育長           第４号議案「令和６年度幸田町一般会計補正予算（第１号）

に関する意見の聴取について」の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■第５号議案  
 幸田町教育委員会に対する審査請求について 
学校教育課長        議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長           第５号議案「幸田町教育委員会に対する審査請求について」

の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 
 
■承認第１号議案  

令和６年度幸田町立小中学校学級編制の届出について 
学校教育課長        議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
佐野委員          来年度は小学校６年生も３５人学級に移行するということ 

でいいか。本年度は弾力的な措置ということか。 
学校教育課長        ご質問のとおり。国の基準では５年生まで、弾力的な県の基 

準では６年生が３５人学級となるので、結果として小学校は 
全学年３５人学級となる。 

教育長           承認第１号議案「令和６年度幸田町立小中学校学級編制の

届出について」の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 
■承認第２号議案  

令和６年度幸田町学校給食運営委員会委員の委嘱について 
学校教育課長        議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
中西委員          給食センターが法人化されるが、今後運営委員会や給食会 

はどのような形で関わっていくのか。 
学校教育課長        今年度、法人化に向けた事務を実施していく。その中で             



委員会等のあり方も再検討していきたい。 
教育長           承認第２号議案「令和６年度幸田町学校給食運営委員会委

員の委嘱について」の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 
■承認第３号議案  

令和６年度幸田町学校給食会理事及び監事の委嘱について 
学校教育課長        議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長           承認第３号議案「令和６年度幸田町学校給食会理事及び監

事の委嘱について」の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 
■承認第４号議案  

令和６年度幸田町奨学金支給審査委員会委員の委嘱について 
学校教育課長        議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
              （質疑なし） 
教育長           承認第４号議案「令和６年度幸田町奨学金支給審査委員会

委員の委嘱について」の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 

 
■承認第５号議案  

令和６年度幸田町社会教育委員の委嘱について 
次長兼文化スポーツ課長   議案書等により説明 
教育長           質疑を許可 
佐野委員          任期の表記が、他の承認議案の資料と異なっているが。 
次長兼文化スポーツ課長   今後、資料全体の整合性を図っていく。 
教育長           承認第５号議案「令和６年度幸田町社会教育委員の委嘱に

ついて」の採決（挙手を求める。） 
委 員           挙手（全員） 
教育長           原案のとおり可決することを宣言 



 
 
 

幸田町教育委員会会議規則第１５条第２項の規定により、ここに署名する。 
 
令和６年６月３日 
                 教育長      池田 和博 
 
                 委 員      穐吉 沙織 
                                          

会議録作成職員   
学校教育課主幹  斎藤 久美子 
 

 


